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議事日程第１号（令和５年第２回海老名市議会定例会第１日） 

 

令和５年６月１日（木）午前９時３０分開議 

 

日程第１  報告第３号  専決処分の承認を求めることについて（海老名市一般職 

             の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

             例） 

日程第２  報告第４号  継続費繰越計算書について（（仮称）上郷河原口線整備 

             事業費（アプローチ部）） 

日程第３  報告第５号  繰越明許費繰越計算書について（えびな市民活動センタ 

             ービナスポ多目的プールろ過ポンプ補修工事ほか３０件 

             ） 

日程第４  報告第６号  公共下水道事業会計予算繰越計算書について（汚水管渠 

             整備事業費） 

日程第５  報告第７号  事故繰越し繰越計算書について（中学校給食調理施設（ 

             食の創造館増築棟）整備工事（繰越明許分）） 

日程第６  議案第２８号 海老名市空家等対策協議会条例の制定について 

日程第７  議案第２９号 海老名市市税条例の一部改正について 

日程第８  議案第３０号 海老名市印鑑条例の一部改正について 

日程第９  議案第３１号 海老名市火災予防条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第３２号 指定管理者の指定の期間の変更について（海老名市有料 

             自転車等駐車場） 

日程第１１ 議案第３３号 物品の取得について（消防ポンプ自動車（消防団車両Ｃ 

             Ｄ－Ⅰ型）） 

日程第１２ 議案第３４号 物品の取得について（水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型） 

日程第１３ 議案第３５号 物品の取得について（高規格救急自動車） 

日程第１４ 議案第３６号 市道の路線認定について（市道２７６９号線） 



日程第１５ 議案第３７号 令和５年度海老名市一般会計補正予算（第３号） 





報告第３号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（海老名市一般職の職員の特殊勤    

   務手当に関する条例の一部を改正する条例） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、海老名

市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 人事院規則の改正に伴う所要の改正措置について、緊急を要し、専決処分したので、

報告し、承認を求めるため 
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専決第５号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、下記の

条例を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

令和５年５月８日専決 

 

 

 

               海老名市長  内 野  優 

 

 

 

記 

 

海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

理由 

 議会の議決すべき事件について特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がない

ため 
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海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

 海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１０年条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

 

附則第３項及び第４項を削る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の附則第３項に規定する業務に従事した職員に対する

防疫手当の支給については、なお従前の例による。 
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報告第４号 

 

   継続費繰越計算書について（（仮称）上郷河原口線整備事業費（アプロ    

   ーチ部）） 

 

 令和４年度海老名市一般会計予算の継続費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により報

告する。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

                         海老名市長 内 野  優  
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報告第５号 

 

   繰越明許費繰越計算書について（えびな市民活動センタービナスポ多目    

   的プールろ過ポンプ補修工事ほか３０件） 

 

 令和４年度海老名市一般会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越し

たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定によ

り報告する。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

                         海老名市長 内 野  優  
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0

教
育

費
２

小
学

校
費

今
泉

小
学

校
南

棟
系

統
空

調
改

修
工

事
3
7
,
9
1
7
,
0
0
0

3
7
,
9
1
7
,
0
0
0

0
4
,
1
6
1
,
0
0
0

3
3
,
6
0
0
,
0
0
0

0
1
5
6
,
0
0
0

1
0

教
育

費
２

小
学

校
費

柏
ケ

谷
小

学
校

校
舎

外
装

改
修

工
事

1
6
7
,
2
1
1
,
0
0
0

1
4
8
,
2
4
9
,
0
0
0

0
3
8
,
2
6
2
,
0
0
0

1
0
9
,
8
0
0
,
0
0
0

0
1
8
7
,
0
0
0

1
0

教
育

費
３

中
学

校
費

海
老

名
中

学
校

ほ
か

１
校

屋
内

運
動

場
Ｌ

Ｅ
Ｄ

化
改

修
工

事
1
5
,
7
4
3
,
0
0
0

1
5
,
7
4
3
,
0
0
0

0
4
,
5
4
2
,
0
0
0

1
1
,
1
0
0
,
0
0
0

0
1
0
1
,
0
0
0

1
0

教
育

費
３

中
学

校
費

柏
ケ

谷
中

学
校

校
舎

外
装

改
修

工
事

2
3
0
,
3
5
1
,
0
0
0

2
0
2
,
6
1
4
,
0
0
0

0
5
1
,
1
0
7
,
0
0
0

1
5
1
,
3
0
0
,
0
0
0

0
2
0
7
,
0
0
0

1
0

教
育

費
４

社
会

教
育

費
温

故
館

照
明

器
具

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

改
修

工
事

6
,
4
3
9
,
0
0
0

6
,
4
3
9
,
0
0
0

0
0

0
0

6
,
4
3
9
,
0
0
0

3
,
4
5
3
,
5
0
7
,
0
0
0

3
,
1
1
5
,
0
6
4
,
1
6
2

2
1
,
8
5
5
,
4
8
1

1
,
0
3
5
,
5
1
6
,
2
1
9

6
7
1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
8
,
2
5
0
,
0
0
0

3
7
8
,
4
4
2
,
4
6
2

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計
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報告第６号 

 

   公共下水道事業会計予算繰越計算書について（汚水管渠整備事業費） 

 

 令和４年度海老名市公共下水道事業会計予算の建設改良費は、別紙のとおり翌年度

に繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の

規定により報告する。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

                         海老名市長 内 野  優  
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地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

（
単
位
　
円
）

１
　

資
本
的

　
　

支
出

１
　

建
設

　
　

改
良
費

汚
水

管
渠

整
備

事
業

費
3
7
1
,
7
1
5
,
0
0
0

2
5
4
,
0
9
7
,
1
2
6

1
6
,
9
5
3
,
0
0
0

1
3
,
4
0
0
,
0
0
0

3
,
5
0
0
,
0
0
0

5
3
,
0
0
0

1
0
0
,
6
6
4
,
8
7
4

－
公

共
下

水
道

3
7
分

区
枝

線
工

事
関

連
す

る
他

工
事

の
影

響
で

、
着

工
ま

で
に
時

間
を

要
し

た
た

め

3
7
1
,
7
1
5
,
0
0
0

2
5
4
,
0
9
7
,
1
2
6

1
6
,
9
5
3
,
0
0
0

1
3
,
4
0
0
,
0
0
0

3
,
5
0
0
,
0
0
0

5
3
,
0
0
0

1
0
0
,
6
6
4
,
8
7
4

－

事
業

名

左
の

財
源

内
訳

企
業

債

説
明

令
和
４

年
度

海
老
名
市
公

共
下
水
道
事

業
会
計
予
算
繰

越
計
算
書

合
　
　
　
　
　
　
　
　
計

項
款

翌
年
度

繰
越
額

支
払

義
務

発
生
額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

不
用
額

損
益

勘
定

留
保

資
金

国
庫
補

助
金

予
算

計
上

額
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報告第７号 

 

   事故繰越し繰越計算書について（中学校給食調理施設（食の創造館増築    

   棟）整備工事（繰越明許分）） 

 

 令和４年度海老名市一般会計予算の事故繰越しは、別紙のとおり翌年度に繰り越し

たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定によ

り報告する。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

                         海老名市長 内 野  優  
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国
県

支
出

金
地
方
債

そ
の
他

1
0

教
育
費

１
教
育
総
務
費

中
学
校
給
食
調
理
施

設
（
食
の
創
造
館
増

築
棟
）
整
備
工
事

（
繰
越
明
許
分
）

6
5
2
,
0
7
9
,
0
0
0
3
4
6
,
0
0
5
,
0
0
0
3
0
6
,
0
7
4
,
0
0
0

0
3
0
6
,
0
7
4
,
0
0
0

1
5
6
,
1
0
0
,
0
0
0

6
7
,
6
6
1
,
0
0
0

0
0

8
2
,
3
1
3
,
0
0
0
　
世
界

的
な

半
導
体
不
足

や
物
流
の
停
滞
等

に
よ
り
、

建
設

資
材
の
納
期

が
当
初
計
画
よ
り

遅
れ
、
年

度
内

完
了
が
見
込

め
な
い
た
め

6
5
2
,
0
7
9
,
0
0
0
3
4
6
,
0
0
5
,
0
0
0
3
0
6
,
0
7
4
,
0
0
0

0
3
0
6
,
0
7
4
,
0
0
0

1
5
6
,
1
0
0
,
0
0
0

6
7
,
6
6
1
,
0
0
0

0
0

8
2
,
3
1
3
,
0
0
0

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

左
の
財
源
内
訳

左
の
内
訳

事
業
名

款
項

既
収
入

特
定
財
源

支
出
未
済
額

支
出
済
額

未
収

入
特

定
財

源
説

明
支
出
負
担

行
為
額

令
和
４

年
度
海

老
名
市

一
般
会

計
事
故

繰
越
し

繰
越
計
算

書

支
出

負
担
行
為

予
定
額

翌
年
度

繰
越
額

（
単
位
　
円
）
　
　

一
般
財
源
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議案第２８号 

 

   海老名市空家等対策協議会条例の制定について 

 

 海老名市空家等対策協議会条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 海老名市空き家等対策審議会を空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく海老

名市空家等対策協議会へ移行し、空家等対策の実施体制の更なる整備を図るため 
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   海老名市空家等対策協議会条例 

 

 （設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「 

 法」という。）第７条第１項の規定に基づき海老名市空家等対策協議会（以下「協 

 議会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

 (１) 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関す 

   る事項 

 (２) 法第２条第２項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項 

 (３) 法第２条第２項に規定する特定空家等に対する措置の方針に関する事項 

 (４) その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、市長のほか、９人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のう 

 ちから市長が委嘱する。 

 (１) 弁護士 

 (２) 建築士  

 (３) 学識経験者 

 (４) 前３号のほか市長が必要と認める者 

２ 協議会に会長及び副会長１人を置き、市長を除く委員の中から互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その 

 職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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 （会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す 

 るところによる。 

４ 会議は公開とする。ただし、議長が、協議に支障があると認めた場合はこの限り 

 でない。 

 （意見の聴取等） 

第６条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、 

 その意見又は説明を聴くことができる。 

 （秘密の保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、 

 同様とする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が 

 協議会に諮って定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日 

 から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第３条第１項の規定による協議会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の 

 施行の日前においても行うことができる。 

 （海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条 

 例第４０号）の一部を次のように改正する。 
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  別表第２空き家等対策審議会委員の項中「空き家等対策審議会委員」を「空家等 

 対策協議会委員」に改める。 

 （海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例の一部改正） 

４ 海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例（平成２７年条例第１７号） 

 の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「第１１条に規定する海老名市空き家等対策審議会（第１１条第 

 １項を除き、以下「審議会」という。）」を「海老名市空家等対策協議会条例（令 

 和５年条例第 号）第１条に規定する海老名市空家等対策協議会（以下「協議会」 

 という。）」に改める。 

  第１０条第３項中「審議会」を「協議会」に改める。 

  第１１条から第１３条までを削り、第１４条を第１１条とし、第１５条を第１２ 

 条とし、第１６条を第１３条とする。 
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議案第２９号 

 

海老名市市税条例の一部改正について 

 

 海老名市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方税法等の改正に伴う所要の改正を行うため 
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海老名市市税条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市市税条例（平成２９年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  

 第１５条中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住

所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改める。 

 第４１条第１号エ中「定めるもの」の次に「及び道路運送車両の保安基準（昭和２

６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転

車」を加える。 

 附則第１６条第３項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 (１) 第４１条第１号エの改正規定及び附則第３条の規定（この条例による改正後

の海老名市市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条第３項に係る部

分を除く。） 令和５年７月１日 

 (２) 附則第１６条第３項の改正規定及び附則第３条の規定（新条例附則第１６条

第３項に係る部分に限る。） 令和６年１月１日 

 (３) 第１５条の改正規定及び次条の規定 令和６年４月１日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 新条例第１５条の規定は、令和６年４月１日以後にされる地方税法（昭和２ 

５年法律第２２６号）第２０条の１０の規定による証明書の交付について適用する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第４１条第１号エ及び附則第１６条第３項の規定は、令和６年度以後 

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の 
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種別割については、なお従前の例による。 
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議案第３０号 

 

   海老名市印鑑条例の一部改正について 

 

海老名市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に

伴う所要の改正を行うため 
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   海老名市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市印鑑条例（昭和５１年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

第１６条中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証

明書」に改め、「限る。）」の次に「又は移動端末設備（同法第１６条の２第１項に

規定する移動端末設備をいい、同法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利

用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。）」

を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３１号 

 

海老名市火災予防条例の一部改正について 

 

 海老名市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消防法施行規則等の改正に伴う所要の改正を行うため 
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海老名市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市火災予防条例（昭和３７年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  

 第１１条の２第１項中「自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２ 

条第１項第９号に規定する自動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。

第１２号において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）に」を「自動車、原 

動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネ 

クター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。） 

を用いて」に、「及び全出力２００キロワットを超えるものを除く。）をいう」を「 

を除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（ 

コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをい 

う。以下同じ。）により構成されるものをいう。以下同じ。）にあっては、充電ポス 

トを含む」に改め、同項第１号中「不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のな 

いものに面するときは」を「次に掲げるものにあっては」に改め、同号に次のように 

加える。 

  ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの 

イ 分離型のものにあっては、充電ポスト 

 第１１条の２第１項第２号に次のただし書を加える。 

  ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。 

 第１１条の２第１項第６号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同項第７

号中「急速充電設備と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気自動車等に接

続され、」に、「接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等から」に改め、同項

第１１号中「緊急停止させることができる措置を講ずる」を「緊急に停止することが

できる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作する

ことができる箇所に設ける」に改め、同項第１２号中「自動車等」を「急速充電設備

と電気自動車等」に改め、同項第１３号中「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続
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するための部分をいう。以下この号において同じ。）」を削り、同項第１６号中「当

該蓄電池」の次に「（主として保安のために設けるものを除く。）」を加え、同項中

第１８号を第１９号とし、第１７号を第１８号とし、第１６号の次に次の１号を加え

る。 

 (17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主とし

て保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 

 第１６条第１項中「をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。 

 第２３条第３項を削り、同条第４項第２号中「併せて図記号による標識を設けると

きは、別表第７に定めるものとしなければならない」を「健康増進法（平成１４年法

律第１０３号）第３３条第２項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこ

の限りでない」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、 

「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際 

標準化機構が定めた規格第７０１０号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するもの 

とし、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機 

構が定めた規格第７００１号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとしなけ 

ればならない。 

 第２３条第５項中「前項第２号」を「第３項第２号」に改める。 

 別表第７を次のように改める。 

別表第７ 削除 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の２第１項の改正規定及

び次項の規定は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１１条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされ 
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ているこの条例による改正後の海老名市火災予防条例（以下「新条例」という。） 

第１１条の２第１項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基 

準の適用については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙 

専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律 

（平成３０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される 

健康増進法第３３条第２項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるも 

のとする。 

４ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第２３条 

第２項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、同条第４項 

の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議案第３２号 

 

   指定管理者の指定の期間の変更について（海老名市有料自転車等駐車場） 

 

別紙のとおり指定管理者の指定の期間を変更したいため、議会の議決を求める。 

 

 

令和５年６月１日提出 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 海老名市有料自転車等駐車場の指定管理者の指定の期間を変更したいため 
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指定管理者の指定の期間の変更 

 

 指定管理者の指定の期間を次のように変更する。 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称及び位置 

名 称 位 置 

海老名駅東口第２有料自転車駐車場 海老名市中央三丁目１４９１番地１先 

海老名駅東口第３有料自転車駐車場 海老名市中央一丁目１１４８番地 

海老名駅東口第４有料自転車駐車場 海老名市中央一丁目３８０番４ 

海老名駅西口第１有料自転車駐車場 海老名市扇町１０７６番地１ 

海老名駅西口第２有料自転車・原動

機付自転車駐車場 

海老名市扇町１１５番 

海老名駅西口第３有料自転車・原動

機付自転車駐車場 

海老名市上郷７６２番地 

海老名駅西口第４有料自転車・原動

機付自転車駐車場 

海老名市めぐみ町１１５４番地 

 

２ 指定管理者の団体の名称及び住所 

  太平ビルサービス株式会社 

代表取締役会長 狩野 伸彌  

東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 

 

３ 指定の期間の変更 

  「平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで」を「平成３１年４月１日か 

 ら令和７年３月３１日まで」に変更する。  
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参考資料 

指定管理者の指定の期間の変更について 

 

１ 指定の期間を変更したい理由 

 (１) コロナ禍により減少した利用者数が、未だ以前の水準まで回復しない状況に 

   加え、指定の期間中における指定管理施設の変更並びに昨今の人件費及び物価 

   の高騰の影響等により、適正な指定管理料の積算が困難であるため 

 (２) 現在の状況下で公募を行った場合、応募する業者が少ないことが想定され、 

   適正な公募といえない懸念があるため 

 (３) ＤＸ社会に対応するため、キャッシュレス化導入による設備投資手法等、今 

   後の適切な施設運営について検証を行いたいため 

 

２ その他 

  事業者及び事業内容については同一のまま１年間延長することとする。 
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議案第３３号 

 

物品の取得について（消防ポンプ自動車（消防団車両ＣＤ－Ⅰ型）） 

 

消防ポンプ自動車（消防団車両ＣＤ－Ⅰ型）の取得について、下記のとおり契約を

締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年条例第１３号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

海老名市長  内 野  優  

 

記 

 

１ 契約の目的   消防ポンプ自動車（消防団車両ＣＤ－Ⅰ型）購入 

２ 物品名及び数量 消防ポンプ自動車（消防団車両ＣＤ－Ⅰ型） １台 

３ 契約の方法   条件付一般競争入札による契約 

４ 契約金額    一金２６，３３４，０００円 

５ 契約の相手方  東京都墨田区菊川一丁目１３番１４号 

株式会社野口ポンプ製作所 

代表取締役  野口 和秀  

 

提案理由 

 議会の議決を得た上、財産を取得したいため 

 

33



参考資料 

消防ポンプ自動車（消防団車両ＣＤ－Ⅰ型）購入 

 

入札方法     条件付一般競争入札 

開札年月日    令和５年４月２８日 

落札決定日    令和５年５月１０日 

入札回数     １回 

設計金額     26,621,100円（税込み） 

予定価格     26,621,100円（税込み） 

落札金額     26,334,000円（税込み） 

うち消費税相当額  2,394,000円 

落札者      東京都墨田区菊川一丁目１３番１４号 

株式会社野口ポンプ製作所 

代表取締役  野口 和秀 

入札状況                                 
 

業者名 所在地 入札金額（円） 

株式会社野口ポンプ製作所 

代表取締役  野口 和秀 

東京都墨田区 
菊川一丁目１３番１４号 

23,940,000 
（26,334,000） 

株式会社畠山ポンプ製作所 
代表取締役 畠山 昭夫 

静岡県沼津市 
東間門二丁目１番５号 

24,000,000 
（26,400,000） 

日本機械工業株式会社 本社営業部 
部長 山下 康弘 

東京都八王子市 
中野上町二丁目３１番１号 

24,100,000 
（26,510,000） 

株式会社モリタ  東京支店 

支店長 山北 忠司 

東京都港区 
芝五丁目３６番７号 
三田ベルジュビル１９階 

24,100,000 
（26,510,000） 

ジーエムいちはら工業株式会社 

東京営業所 所長 真舘 知誉 

東京都台東区 
浅草橋五丁目４番２号 
横山ビル 

24,150,000 
（26,565,000） 

※入札金額には、消費税相当額を含みません。括弧内の金額は税込金額です。 

34



参考資料 

消防ポンプ自動車（消防団車両ＣＤ－Ⅰ型） 

 

仕様 

車  両 消防ポンプ自動車（消防団車両ＣＤ－Ⅰ型）（国産車） 

エンジン形式 ディーゼルエンジン 

総排気量 ２，９９８ｃｃ 

出  力 １１０ｋｗ（１５０ｐｓ） 

変速装置 オートマチックトランスミッション 

駆動方式 ２輪駆動 

全  長 ５，５００ｍｍ 

全  幅 １，８８０ｍｍ 

全  高 ２，５３０ｍｍ 

乗車定員 ６名 
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議案第３４号 

 

物品の取得について（水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型） 

 

水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型の取得について、下記のとおり契約を締結するため、

海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年条例第１３号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

海老名市長  内 野  優  

 

記 

 

１ 契約の目的   水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入 

２ 物品名及び数量 水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型 １台 

３ 契約の方法   条件付一般競争入札による契約 

４ 契約金額    一金７８，２９８，０００円 

５ 契約の相手方  東京都千代田区外神田五丁目５番１１号 小西ビル１階 

長野ポンプ株式会社 東京営業所  

所長 藤井 利男 

 

提案理由 

 議会の議決を得た上、財産を取得したいため 

 

37



参考資料 

水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入 

 

入札方法     条件付一般競争入札 

開札年月日    令和５年４月２８日 

落札決定日    令和５年５月１０日 

入札回数     １回 

設計金額     78,744,457円（税込み） 

予定価格     78,744,457円（税込み） 

落札金額     78,298,000円（税込み） 

うち消費税相当額  7,118,000円 

落札者      東京都千代田区外神田五丁目５番１１号        

小西ビル１階 

長野ポンプ株式会社 東京営業所  

所長 藤井 利男 

入札状況                                 
 

業者名 所在地 入札金額（円） 

長野ポンプ株式会社 東京営業所 
所長 藤井 利男 

東京都千代田区 
外神田五丁目５番１１号 
小西ビル１階 

71,180,000 
（78,298,000） 

日本機械工業株式会社 本社営業部 
部長 山下 康弘 

東京都八王子市 
中野上町二丁目３１番１号 

71,380,000 
（78,518,000） 

株式会社モリタ  東京支店 

支店長 山北 忠司 

東京都港区 
芝五丁目３６番７号 
三田ベルジュビル１９階 

71,400,000 
（78,540,000） 

ジーエムいちはら工業株式会社 

東京営業所 所長 真舘 知誉 

東京都台東区 
浅草橋五丁目４番２号 
横山ビル 

71,430,000 
（78,573,000） 

株式会社野口ポンプ製作所 

代表取締役  野口 和秀 

東京都墨田区 
菊川一丁目１３番１４号 

71,450,000 
（78,595,000） 

※入札金額には、消費税相当額を含みません。括弧内の金額は税込金額です。 
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参考資料 

水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型 

 

仕様 

車  両 水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型（国産車） 

エンジン形式 ディーゼルエンジン 

総排気量 ５，１００ｃｃ 

出  力 １７７ｋｗ（２４０ｐｓ） 

変速装置 オートマチックトランスミッション 

駆動方式 ４輪駆動 

全  長 ６，９９０ｍｍ 

全  幅 ２，３３０ｍｍ 

全  高 ３，２００ｍｍ 

乗車定員 ５名 
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議案第３５号 

 

物品の取得について（高規格救急自動車） 

 

高規格救急自動車の取得について、下記のとおり契約を締結するため、海老名市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１

３号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

海老名市長  内 野  優  

 

記 

 

１ 契約の目的   高規格救急自動車購入 

２ 物品名及び数量 高規格救急自動車 １台 

３ 契約の方法   条件付一般競争入札による契約 

４ 契約金額    一金２０，１３０，０００円 

５ 契約の相手方  神奈川県横浜市都筑区川向町８８０番地の１ 

神奈川トヨタ自動車株式会社 特販部 

部長 渡辺 圭一郎  

 

提案理由 

 議会の議決を得た上、財産を取得したいため 
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参考資料 

高規格救急自動車購入 

 

入札方法     条件付一般競争入札 

開札年月日    令和５年４月２８日 

落札決定日    令和５年５月１０日 

入札回数     １回 

設計金額     24,099,090円（税込み） 

予定価格     24,099,090円（税込み） 

落札金額     20,130,000円（税込み） 

うち消費税相当額  1,830,000円 

落札者      神奈川県横浜市都筑区川向町８８０番地の１ 

神奈川トヨタ自動車株式会社 特販部 

部長 渡辺 圭一郎  

入札状況                             

業者名 所在地 入札金額（円） 

神奈川トヨタ自動車株式会社 特販部 
部長 渡辺 圭一郎 

神奈川県横浜市都筑区 
川向町８８０番地の１ 

18,300,000 
（20,130,000） 

※入札金額には、消費税相当額を含みません。括弧内の金額は税込金額です。 
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参考資料 

高規格救急自動車 

 

仕様 

車  両 高規格救急自動車（国産車） 

エンジン形式 ガソリンエンジン 

総排気量 ２，４００ｃｃ 

出  力 １０８ｋｗ（１４７ｐｓ） 

変速装置 電子制御式オートマチックトランスミッション 

駆動方式 ４輪駆動 

全  長 ５，６５０ｍｍ 

全  幅 １，８９０ｍｍ 

全  高 ２，４９０ｍｍ 

乗車定員 ７名 
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議案第３６号 

 

市道の路線認定について（市道２７６９号線） 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別紙の市道の路

線を認定する。 

 

 

  令和５年６月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 議会の議決を経た上、路線を認定したいため 
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図№ 路線名 起点／終点 幅員（m） 延長（m）

大谷北三丁目3788番33地先 4.50

２７６９ ～ ～ 58.50

大谷北三丁目3788番27地先 8.78

市道の路線認定

１
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参考資料

案 内 図 図№１

47

横
須
賀
水
道
路

大谷北三丁目

大谷南二丁目

県
道
４
０
７
号
杉
久
保
座
間

市道２７６９号線認定

【認定理由】
市道２７６９号線：開発行為に伴う路線の認定のため

大
谷
八
幡
宮



48



令和５年度海老名市一般会計補正予算（別冊） 

 

議案第３７号 令和５年度海老名市一般会計補正予算（第３号） 
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令和５年第２回海老名市議会定例会会期日程（案） 

会期１６日間 

 

月 日 曜日 種 別 内      容 開 議 時 刻 

６月１日 木 本会議 開会、諸報告、議案審議、委員会付託 午前９時３０分 

６月７日  水 委員会 
総務常任委員会 

予算決算常任委員会総務分科会 
午前９時 

６月８日 木 委員会 
文教社会常任委員会 

予算決算常任委員会文教社会分科会 
同 

６月９日 金 委員会 
経済建設常任委員会 

予算決算常任委員会経済建設分科会 
同 

６月１２日 月 本会議 市政に関する一般質問 同 

６月１３日 火 本会議 市政に関する一般質問 同 

６月１４日 水 

本会議 市政に関する一般質問 同 

委員会 予算決算常任委員会 本会議終了後 

委員会 公共施設再編・適正化に関する特別委員会 
予算決算常任 

委員会終了後 

６月１６日 金 本会議 委員会報告、議案審議、閉会 午前９時３０分 


